
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日 

 

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
私
立
学
校
制
度
は
、
私
立
学
校
の
特
性
に
鑑
み
、
そ
の
自
主
性
を
重
ん
じ
つ
つ
公
共
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
立
学

校
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
学
校
法
人
が
そ
の
自
主
性
及
び
公
共
性
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
管
理
・
運
営
の
在
り
方
、
特
に
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
、
財
務
・
会
計
関
係
書
類
の
開
示
等
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
。 

二
、
所
轄
庁
に
よ
る
措
置
命
令
等
の
判
断
基
準
を
明
確
化
す
る
た
め
、
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
「
そ
の
運
営
が
著
し

く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
」
の
適
用
事
例
を
具
体
的
に
示
し
、
学
校
法
人
等
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。 

三
、
措
置
命
令
等
を
発
す
る
場
合
に
は
、
所
轄
庁
に
よ
る
恣
意
的
な
適
用
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
法
的
手
続
の
遵
守
を
徹
底
し
、

そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
私
立
学
校
審
議
会
等
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
所
轄
庁
の
判
断
に
つ
い
て
公
表
し
、
説

明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。 



四
、
学
生
等
が
在
籍
し
て
い
る
学
校
法
人
に
対
し
解
散
命
令
等
を
発
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
修
学
機
会
確
保
の
観
点
か
ら
、
在

校
生
の
転
学
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
の
支
援
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

五
、
我
が
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
私
立
学
校
が
大
き
な
割
合
を
占
め
建
学
の
精
神
に
基
づ
く
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
通
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
私
学
助
成
の
拡
充
を
始
め
と
す
る
私
学
振
興
策
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

右
決
議
す
る
。 


